
 

 

 

 

 

第 86回定時株主総会招集ご通知 

交付書面から除く事項 

（交付書面省略事項） 

2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31日まで 

 

事業報告「会社の業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」 

連結計算書類「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」 

単体計算書類 

監査報告「（単体）会計監査人の監査報告書謄本」 

 

 

 

岩井コスモホールディングス株式会社 

法令及び定款第 14 条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.iwaicosmo-hd.jp/ ）及び東証ウェブサイト

（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show ）に掲載しております。  



 

 

１. 事業報告「会社の業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」 

 

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を 

確保するための体制 

①当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制（コンプライアンス体制） 

当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

め、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、全社的なコンプライアンス体制を整備します。 

「内部監査規程」を制定し、子会社である岩井コスモ証券株式会社の内部監査部と緊密に連携し

て内部監査を定期的又は必要に応じて実施し、結果を取締役会に報告します。 

金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 に規定される「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を

確保するための体制の評価」を適正に行うため、内部統制規程を制定し、社内体制を整備します。 

反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力と

は取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備します。 

 

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（情報保存及び管理体制） 

当社の取締役の職務の執行に係る文書、取締役会議事録、稟議書、契約書その他重要な経営情報

の保存及び管理に関する取り扱いに関しては、「稟議規程」、「グループ情報管理規程」及び「文書管

理規程」を制定し、適切な保存及び管理を行います。 

 

③当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制） 

当社及び子会社の損失の危険の管理に関しては、「危機管理規程」を制定し、業務執行について損

失の危険の発生の可能性の有無、防止のための施策、また、発生した場合の対処方針等を検討する

とともに、子会社である岩井コスモ証券株式会社のリスク管理部署と緊密に連携して適切に管理を

行います。 

「事業継続計画（BCP）基本計画書」を策定し、BCP に基づく緊急時の対応体制を予め定め、子

会社である岩井コスモ証券株式会社のリスク管理部署と緊密に連携し、グループとして BCP に対

する全社員の認識の徹底を図ります。 
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④当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（効率的職務

執行体制） 

当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務分掌及び職

務権限を制定し、適切かつ効率的に取締役が業務を執行することができるようにします。 

 

⑤子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社か

ら成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（グループ会社管理体制） 

当社グループの業務の適正を確保するため、「グループ会社管理規程」を制定し、子会社である岩

井コスモ証券株式会社の総務部と緊密に連携して子会社の経営状況を把握及び管理します。 

 

⑥当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確

保に関する事項 

当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当該監査役と

協議のうえ、必要な措置を講じます。 

当社の監査役は、監査業務を補助すべき使用人に必要な事項を指示することができ、当該使用人

はその指示に関し、取締役からの指揮命令を受けないものとします。 

 

⑦当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社監査役

への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱

いを受けないことを確保するための体制 

当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、コンプライ

アンスに関する事項、内部通報制度による通報内容等を当社の監査役へ報告します。 

当該報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止

します。 

 

⑧当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

当社の監査役がその職務の執行について生ずる費用等を請求した場合、当該費用等が当該監査役

の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに対応します。 
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⑨その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の監査役が独立性を保ち、子

会社である岩井コスモ証券株式会社の内部監査部及び会計監査人と緊密に連携して、取締役会に対

する牽制機能が発揮できる体制を整備します。 

 

(2)当社及び子会社から成る企業集団が整備している「内部統制システムの整備に関する基本方針」に

係る運用状況の概要 

①コンプライアンス体制 

当社は、「コンプライアンス･マニュアル」その他の各種規程を制定し、当社及び子会社における

反社会的勢力を排除する体制その他のコンプライアンス体制を整備しており、内部監査、財務報告

に係る内部統制の評価及び反社会的勢力との関係遮断について、子会社の岩井コスモ証券株式会社

に委託してその事務を担わせております。 

 

②情報保存及び管理体制 

当社は、「文書管理規程」その他の各種規程を制定し、重要な経営情報を保存及び管理する体制を

整備しており、子会社の岩井コスモ証券株式会社に委託してその事務を担わせております。 

 

③リスク管理体制 

当社は、「危機管理規程」、「事業継続計画(BCP)基本計画書」その他の各種規程を制定し、当社及

び子会社の損失の危険に係る管理体制並びに災害及びシステム障害等緊急時の対応体制を整備し

ており、子会社の岩井コスモ証券株式会社に委託してその事務を担わせております。 

今期においては、2024 年 11 月、同証券が安否確認訓練を実施し、日本証券業協会が主催する証

券市場全体のBCP共同訓練に参加するなど、BCP対策に継続的かつ積極的に取り組んでおります。 

 

④効率的職務執行体制 

当社は、「組織規程」その他の各種規程を制定し、また、子会社の岩井コスモ証券株式会社に委託

してその事務を担わせることにより、当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体

制を整備しております。 
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⑤グループ会社管理体制 

当社は、「グループ会社管理規程」を制定し、当社グループの業務が適正に行われる体制を整備し

ており、子会社の岩井コスモ証券株式会社に委託してその事務を担わせております。子会社の経営

状況を把握するため、同証券の総務部と緊密に連携し、毎月の取締役会にてグループ各社の業績等

について報告を受けております。 

 

⑥監査役の補助者についての配置及び処遇に関する事項 

現在、監査役を補助すべき使用人は配置しておりませんが、監査役から求めがあった場合は、上

記(1)⑥の定めに則って、その配置及び処遇に関する必要な措置を講ずることとしております。 

 

⑦監査役への報告及び報告者を保護するための体制 

常勤監査役は、取締役会及び経営会議全てに出席し、経営状況等重要な情報の報告を受けており、

稟議書及び重要な契約書等も随時閲覧しております。 

「経営管理規程」に内部通報制度を規定しており、子会社の岩井コスモ証券株式会社に委託して

その事務を担わせ、同証券の「コンプライアンス・ホットライン制度に関する規程」において通報

者への不利益処遇を禁止しているほか、同証券の取締役会で四半期毎に通報内容が報告されており

ます。 

 

⑧監査役の職務の執行について生ずる費用等に関する事項 

当社監査役の職務の執行に伴う費用については、速やかに処理されております。 

 

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社監査役は独立性を確保しており、会計監査人であるＰｗＣＪａｐａｎ有限責任監査法人と緊

密に連携しているほか、常勤監査役が内部監査の結果の提供を受ける等子会社の岩井コスモ証券株

式会社の内部監査部と月例で情報交換の機会を持っているなど、取締役会への牽制機能を発揮でき

る体制を整備しております。 
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２．連結計算書類「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」 

 

 

第86期  連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

〔 2024年 ４ 月  １日 か ら 〕 2025年 ３ 月 31 日 ま で 

（単位：百万円） 

 
株  主  資  本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 10,004 4,890 43,242 △1,702 56,433 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △2,818  △2,818 

親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 
  6,725  6,725 

自 己 株 式 の 取 得      

株主資本以外の項目の 

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 
     

当 期 変 動 額 合 計 － － 3,907 － 3,907 

当 期 末 残 高 10,004 4,890 47,149 △1,702 60,340 

 

 
その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

その他の包括利益 

累計額合計 

当 期 首 残 高 9,911 9,911 66,344 

当 期 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当   △2,818 

親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 
  6,725 

自 己 株 式 の 取 得    

株主資本以外の項目の 

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 
△2,550 △2,550 △2,550 

当 期 変 動 額 合 計 △2,550 △2,550 1,356 

当 期 末 残 高 7,360 7,360 67,701 

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 

 

１．当社の連結貸借対照表、連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書は、｢会社計算規則｣（2006年2月7日 法務

省令第13号）のほか、当社グループの主たる事業である金融商品取引業を営む会社に適用される｢金融商品取引業等に関す

る内閣府令｣（2007年 内閣府令第52号）および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（1974年11月14日 日

本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。 

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数および連結子会社の名称 

① 連結子会社の数   ２社 

② 連結子会社の名称  岩井コスモ証券株式会社 

岩井コスモビジネスサービス株式会社 

(2) 連結の範囲の変更に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

 

4．会計方針に関する事項 

(1) 有価証券等の評価基準および評価方法 

① トレーディング商品に属する有価証券（売買目的有価証券）等の評価基準および評価方法 

トレーディング商品に属する有価証券およびデリバティブ取引等の評価基準および評価方法については、時価

法を採用しております。 

② トレーディング商品に属さない有価証券の評価基準および評価方法 

(ⅰ) その他有価証券 

イ．市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しており

ます。 

ロ．市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、組合決算の持分相当額を純額方式により当連結会計年度の損益として計上す

ることとしております。 

また、組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額がある場合には、評価差額

に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上することとしております。 

(ⅱ) デリバティブ取引 

時価法によっております。  
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(2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建 物 3年～47年 

器 具 備 品 4年～15年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に

基づいております。 

③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(3) 繰延資産の処理方法 

社債発行費につきましては、支出時に全額費用として処理しております。      

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

連結子会社は、従業員の賞与の支払に備えるため、各社の所定の計算方法による支給見込額を計上しておりま

す。 

(5) 退職給付に係る会計処理の方法 

連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

(6) 収益および費用の計上基準 

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金

額で収益を認識しております。 

なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、

代理人として純額で収益を認識しております。 

主な事業における主な履行義務の内容および収益を認識する通常の時点については、「収益認識に関する注記」に

記載しております。 

(7) 特別法上の準備金の計上基準 

金融商品取引責任準備金 

連結子会社は、証券事故および金融先物事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第46条の５第１項

および「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条第１項に定めるところにより算出した額を計上しており

ます。 

(８) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 

【会計方針の変更に関する注記】 

「法人税、住民税および事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。 

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただ

し書きに定める経過的な取り扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2022

年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取り扱いに従ってお

ります。 

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取

り扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。 

なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。  
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【収益認識に関する注記】 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報                         （単位：百万円） 

 
岩井コスモホール 
ディングス株式会社 

岩井コスモ証券 
株式会社 

岩井コスモビジネス 
サービス株式会社 

合計 
 

主要な財又はサービス     

受入手数料     

株券 － 5,360 － 5,360 

債券 － 252 － 252 

受益証券 － 4,018 － 4,018 

その他 － 65 13 78 

顧客との契約から生じる収益 － 9,697 13 9,711 

その他の収益（注） － 16,039 － 16,039 

外部顧客への営業収益 － 25,737 13 25,750 

（注）「その他の収益」は、金融商品会計基準に基づくトレーディング損益および金融収益であります。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

（受入手数料） 

①  株券 

主たる収益は委託手数料であり、主に株式等の売買注文の取次ぎから生じる手数料であります。顧客との契約

に基づき売買注文を流通市場に取次ぐ義務を負っております。 

履行義務は約定日等に充足されるため、当該一時点で収益を認識しております。 

②  債券 

主たる収益は引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料であり、有価証券の引受け・売出し（有

価証券の買付けの申し込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。）又は特定投資家向け売付け勧誘等を行っ

たことにより発行会社等から受入れる手数料であります。発行会社等との契約に基づき条件決定日より顧客に取

り次ぐ義務を負っております。 

一般的に、条件決定日に引受責任を負う義務等を充足したとして、当該一時点で収益を認識しております。 

③  受益証券 

主たる収益は募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料であり、有価証券等の募集若しくは売

出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行ったことにより引受会社等から受入れ

る手数料および受益証券の売買等を行ったことにより顧客から受入れる手数料であります。引受会社等との契約

に基づき募集等申込日より顧客に取り次ぐ義務および顧客との契約に基づき受益証券の売買注文を委託会社に取

り次ぐ義務をそれぞれ負っております。 

一般的に、募集等申込日に販売等の義務を充足したとして、当該一時点で収益を認識し、受益証券等で売買形

式による場合は委託手数料に準じて認識しております。 

また、その他の受入手数料に含まれる投資信託の運用、管理により生じる委託者報酬および代行手数料は、投

資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合を日々収益として認識しており

ます。 
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会計年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報 

顧客との契約から生じた債権の残高は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権の残高（期首残高） 1,298 

顧客との契約から生じた債権の残高（期末残高） 1,217 

なお、上記顧客との契約から生じた債権の残高に含まれる「投資信託の信託報酬に係る未収収益」の期末残高は457

百万円（期首残高は454百万円）であります。 

 

 

【重要な会計上の見積りに関する注記】 

繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

繰延税金資産 541 百万円 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

繰延税金資産の計上に際しては、回収可能性の判断において、将来の一時差異解消時期および課税所得の発生見

込額を合理的に見積っております。 

岩井コスモ証券株式会社で計上した繰延税金資産541 百万円 の見積りは、将来の不確実な経済条件の変動など

によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌連結

会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。 

過去（3 年）および当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得は、市場動向に左右される

業界特有の収益構造にあるものの、安定的に課税所得を計上しております。市場環境の見通しについて、米国経済

の先行きはトランプ大統領による関税引き上げ等の保護主義政策が世界経済の成長を阻害する懸念があるものの、

経済全般においては、半導体投資やＩＴ企業の成長期待が経済をけん引すると見込まれます。また、国内において

も、日銀の利上げ動向や夏の参院選など不透明な要因があるものの、堅調な国内企業業績や賃上げ効果による経済

の好循環が景気を下支えすると見込まれます。こうした状況を反映して、中長期的に日米の株価が堅調に推移する

ことを仮定し、経営環境に大きな変化が生じないことを踏まえ、当社グループの課税所得は、引き続き安定的に生

じるものと見込んでおります。加えて、過去（3 年）の連結会計年度においても重要な税務上の欠損金は生じてい

ないことから、当社グループは企業会計基準適用指針第 26 号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の

「分類２」に該当するものと判断します。 

 

【連結貸借対照表に関する注記】 

１．担保に供している資産および担保に係る債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

投資有価証券 488 百万円 

上記に対応する債務は次のとおりであります。 

信用取引借入金 9,558 百万円 

上記のほか、信用取引借入金の担保として受入保証金代用有価証券 7,984 百万円、信用取引の自己融資見返り株券

2,247百万円、先物取引証拠金等の代用として投資有価証券711百万円、信用取引の自己融資見返り株券2,563百万

円、取引所の信認金の代用として投資有価証券32百万円差し入れております。 
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２．担保等として差し入れた、または受け入れた有価証券等の時価額 

(1) 担保等として差し入れた有価証券等の時価額 

信用取引貸証券 5,543 百万円 

信用取引借入金の本担保証券 8,970 百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 3,124 百万円 

差入証拠金代用有価証券 3,275 百万円 

差入保証金代用有価証券 10,720 百万円 

長期差入保証金代用有価証券 32 百万円 

その他担保として差し入れた有価証券 1,313 百万円 

 

(2) 担保等として受け入れた有価証券等の時価額 

信用取引貸付金の本担保証券 45,235 百万円 

信用取引借証券 1,287 百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 252 百万円 

受入証拠金代用有価証券 1,291 百万円 

受入保証金代用有価証券 155,652 百万円 

 

３．有形固定資産の減価償却累計額 2,115 百万円 

 

 

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】 

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類および総数 

普通株式 25,012,800 株 

 

2．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決 議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日 

2024年５月20日 
取 締 役 会 

普通株式 2,348百万円 100円 2024年３月31日 2024 年６月 5 日 

2024年10月25日 
取  締  役  会 

普通株式   469百万円 20円 2024年９月30日 2024年11月22日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり 
配 当 額 

基 準 日 効 力 発 生 日 

2025 年５月 23 日 
取 締 役 会 

普通株式 利益剰余金 2,936百万円 125円 2025年３月31日 2025年６月10日 

 

 

【金融商品に関する注記】 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、金融商品取引業を中心とした事業活動を営んでおります。具体的には、取引所金融商品市場に

おける有価証券の売買等の取次ぎを行う委託売買業務、有価証券の売買等を行う自己売買業務、有価証券の引受け

等を行う引受業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い業務など、金融商品取引法に規定する金融商品取引業

およびそれに付随する業務を主たる業務として事業活動を行っております。 

これらの事業を行うため、当社グループでは、必要な資金は主として自己資金により充当しております。一方、
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資金運用につきましては、自己の計算に基づくトレーディング業務を行っており、また一時的な余剰資金は安全性

の高い金融資産で運用しております。 

当社グループの金融資産と金融負債との間に関連があるものとして、信用取引貸付金と信用取引借入金との間

に、信用取引借証券担保金と信用取引貸証券受入金との間に関連があります。これは、信用取引に係る顧客への金

銭または有価証券の貸し付けにおいて、貸借取引等を通じて証券金融会社から金銭または有価証券の借り入れを行

っていることによるものであります。 

また、顧客分別金信託と顧客からの預り金および受入保証金との間に関連があります。これは、金融商品取引法

の規定に基づき、顧客から預託を受けた金銭は自己財産と分別して管理し、顧客分別金信託として信託会社等に信

託しなければならないことによるものであります。 

 

(2) 金融商品の内容およびそのリスク 

当社グループが保有する主な金融資産は、現金・預金、預託金、トレーディング商品、信用取引資産、有価証券

担保貸付金、短期差入保証金および投資有価証券等であります。 

預金は、預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また外貨建預金は、為替の変動リスクに晒されてお

ります。 

預託金は大半が顧客分別金信託であります。顧客分別金信託は、金融商品取引法第43条の２第２項に基づき顧

客から預託を受けた金銭を信託会社等に信託しているものであり、信託法により信託財産の独立性が確保されてお

ります。 

トレーディング商品は、顧客等との相対取引または取引所での自己売買取引によりトレーディング商品として保

有している株式・債券等の有価証券であり、それぞれ発行体の信用リスク、為替の変動リスクおよび市場価格の変

動リスクならびに金利リスクに晒されております。 

信用取引資産のうち信用取引貸付金は、顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であり、その担保とし

て顧客から買付有価証券および委託保証金を受け入れておりますが、急激な株式相場の下落等に伴い顧客に損失金

等が発生した場合に顧客が委託保証金の追加差し入れに応じないことなどによって当該貸付金が回収できなくなる

顧客の信用リスクに晒されております。また、信用取引借証券担保金は、貸借取引により証券金融会社等に差し入

れている借証券担保金であり、当該取引先の信用リスクに晒されております。 

有価証券担保貸付金は、株券貸借取引の消費貸借契約に基づき借り入れた有価証券の担保として、当該取引相手

方へ差し入れている取引担保金であり、当該取引相手方の破綻等により差し入れている担保金が回収できなくなる

当該取引相手方の信用リスク、また、当社グループの財務状況の悪化等により借り入れた有価証券を返済できなく

なる流動性リスクに晒されております。 

短期差入保証金は、大半が顧客から預託を受けた先物・オプション取引の委託証拠金、外国為替証拠金取引の取

引証拠金等の金銭を取引所等へ預託しているものであり、これら取引所等において分別管理されております。 

投資有価証券は、主に国内株式であり、純投資目的および事業推進目的で保有しております。これらは、それぞ

れ発行体の信用リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されております。 

一方、金融負債の主なものは、トレーディング商品、信用取引負債、有価証券担保借入金、預り金および受入保

証金であります。 

トレーディング商品は、顧客等との相対取引または取引所での自己売買取引によりトレーディング商品として保

有している株式・債券等の有価証券であり、それぞれ発行体の信用リスク、為替の変動リスクおよび市場価格の変

動リスクならびに金利リスクに晒されております。 

信用取引負債のうち信用取引借入金は、証券金融会社等からの貸借取引に係る借入金であり、急激な株式相場の

急落による差入担保価値の下落や当社グループの財務状況の悪化等により返済できなくなる流動性リスクに晒され

ております。また、信用取引貸証券受入金は、顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、担保とし

て顧客から委託保証金を受け入れておりますが、急激な株式相場の上昇等に伴い顧客に損失金等が発生した場合に

顧客が委託保証金の追加差し入れに応じないことなどによって当該貸付有価証券が回収できなくなる顧客の信用リ

スクに晒されております。 

有価証券担保借入金は、株券貸借取引の消費貸借契約に基づき貸し付けた有価証券の担保として当該取引相手方

より受け入れている取引担保金であり、当該取引相手方の破綻等により差入有価証券が回収できなくなる当該取引

相手方の信用リスク、また当社グループの財務状況の悪化等により借入金を返済できなくなる流動性リスクに晒さ

れております。 
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預り金のうち顧客からの預り金は、有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金であり、金融商品取引法

に基づき信託会社等に信託しており、信託法により信託財産の独立性が確保されております。 

受入保証金は、顧客から受け入れた信用取引の委託保証金、先物・オプション取引の委託証拠金、外国為替証拠

金取引の取引証拠金等であります。これらについては、顧客分別金信託もしくは顧客区分管理信託として信託会社

に信託、あるいは、取引所に直接預託しております。 

デリバティブ取引は、自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務における株価指数の

先物取引やオプション取引、国債証券の先物取引や先物オプション取引といった取引所におけるデリバティブ取引

および顧客との取引に対応するための為替予約取引であり、為替の変動リスクおよび原証券の市場価格の変動リス

クならびに金利リスクに晒されております。 

 

(3) 金融商品に対するリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当社グループにおいて、第一種金融商品取引業を営む岩井コスモ証券株式会社では、リスク管理の関係規程等

に基づき、毎日取引先リスクを算出し、取締役等に報告しております。なお、特定の業種・企業・グループ等へ

の与信業務を排除し、リスク分散と適度なリターンの確保に努めております。 

有価証券の発行体の信用リスクについては、管理部門において、信用情報等の把握を定期的に行うことで管理

しております。 

信用取引においては、顧客への与信が発生しますが、担保として定められた委託保証金を徴収し、厳正な管理

をしております。 

② 市場リスクの管理 

(ⅰ) 市場リスクの管理体制 

当社グループにおいて、第一種金融商品取引業を営む岩井コスモ証券株式会社では、市場リスクについては、

「VaR（バリューアットリスク）」等の統計的手法による定量的分析は実施しておりませんが、リスク管理の関

係規程等に基づき、適切な市場リスク枠を設定し、売買を執行する部署から独立した管理部署が、金融商品取

引業者の自己資本規制比率の算出において用いられる「標準的方式」に従い市場リスク額を算出するとともに、

枠内で運用されていることを確認し、取締役等に毎日報告しております。なお、株価、金利、為替等の変動を

適切に認識し、リスクのコントロールと収益の安定的な確保に努めております。 

また、投資有価証券の保有については、個別案件毎に取締役会で決定しております。投資有価証券の市場リ

スク管理については、管理規程に基づき行っております。 

(ⅱ) 市場リスクに係る定量的情報 

イ．株価リスク 

株価リスクの影響を受ける主な金融商品は、「商品有価証券等」のうちの株式等、「デリバティブ取引」の

うちの先物取引およびオプション取引、ならびに投資有価証券であります。 

その他すべてのリスク変数が一定の場合で、2025 年 3 月末の国内外の上場株式の株価および株価指数

（以下「株価等」という。）が10％上昇した場合、当該金融資産の純額（資産側）は1,167百万円増加す

るものと考えられます。反対に、株価等が10％下落した場合、当該金融資産の純額（資産側）は1,167百

万円減少するものと考えられます。 

ロ．金利リスク 

金利リスクの影響を受ける主な金融商品は、「商品有価証券等」のうちの債券、「デリバティブ取引」のう

ちの先物取引およびオプション取引であります。 

その他すべてのリスク変数が一定の場合、2025 年 3 月末現在の金利が１％上昇すれば当該金融資産と

金融負債相殺後の純額（資産側）の時価は、23百万円減少するものと考えられます。反対に、金利が１％

低下すれば当該金融資産の純額（資産側）の時価は、25百万円増加するものと考えられます。 

ハ．為替リスク 

為替リスクの影響を受ける主な金融商品は、「商品有価証券等」のうちの外国株券、外貨建債券等、「デリ

バティブ取引」のうちの為替予約取引、「現金・預金」のうちの外貨建預金、「預託金」のうちの外貨建預託

金および「預り金」のうちの外貨建預り金であります。 

その他すべてのリスク変数が一定の場合、2025年3月末現在の円が他の通貨に対し3％上昇すれば、当

該金融資産と金融負債相殺後の純額（資産側）の時価は、9 百万円減少するものと考えられます。反対に、
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円が他の通貨に対し3％下落すれば、当該金融資産の純額（資産側）の時価は、9百万円増加するものと考

えられます。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社グループにおいて、持株会社である当社では取締役会または経営会議においてグループ各社の資金繰り状

況の把握を行っております。また、第一種金融商品取引業を営む岩井コスモ証券株式会社では、リスク管理の関

係規程等に基づき、資金管理部門が一元管理し、資金調達の多様化、複数の金融機関の当座貸越契約の締結、市

場環境を考慮した調達によって、流動性リスクを管理しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合には、

当該価額が異なることがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2025 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、現金は注記を省略しており、預金

は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。  

（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1) 預託金 94,935 94,935 － 

(2) トレーディング商品 1,979 1,979 － 

① 商品有価証券等 1,979 1,979 － 

(3) 信用取引資産 52,284 52,284 － 

① 信用取引貸付金（※１） 50,927 50,927 － 

② 信用取引借証券担保金 1,356 1,356 － 

(4) 有価証券担保貸付金 274 274 － 

(5) 短期差入保証金 7,707 7,707 － 

(6) 投資有価証券 11,780 11,780 － 

資産 計 168,962 168,962 － 

(1) トレーディング商品 230 230 － 

① 商品有価証券等 230 230 － 

(2) 信用取引負債 15,112 15,112 － 

① 信用取引借入金 9,558 9,558 － 

② 信用取引貸証券受入金 5,553 5,553 － 

(3) 有価証券担保借入金 3,396 3,396 － 

(4) 預り金 45,951 45,951 － 

(5) 受入保証金 37,688 37,688 － 

負債 計 102,378 102,378 － 

デリバティブ取引（※２）    

① ヘッジ会計が適用されていないもの 1 1 － 

② ヘッジ会計が適用されているもの － － － 

デリバティブ取引 計 1 1 － 

（※１）信用取引貸付金に対応する一般貸倒引当金5百万円は控除しておりません。 

（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（ ）で表示しております。 
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（注1）金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 預託金 

時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。外貨建預託金は、連結決算日の直物

為替相場により円換算しております。 

(2) トレーディング商品 

① 商品有価証券等 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、国内債券は取引所の価格または日本証券業協会

が公表する価格等によっております。また、外国債券は、各国国債については業者間取引価格等、それ以外に

ついてはスワップレートおよび格付等発行体の信用力を勘案して算出した価格等によっております。 

商品有価証券等において、当連結会計年度の損益に含まれた評価差額は、△50百万円であります。 

(3) 信用取引資産 

① 信用取引貸付金 

信用取引貸付金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっ

ております。 

② 信用取引借証券担保金 

信用取引借証券担保金は、証券金融会社から貸借取引で借り入れた有価証券の価額に相当する金額を証券金

融会社に担保として差し入れ、借り入れた有価証券の価額を毎日値洗いにより更新差金の授受を行っており、

時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(4) 有価証券担保貸付金、(5) 短期差入保証金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(6) 投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。 

① 満期保有目的の債券はありません。 

② 当連結会計年度において、その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものについて、減損処理を行ったも

のはありません。また、その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものについて、当連結会計年度におけ

る売却額は7百万円であり、売却益の合計額は5百円であります。 

③ 当連結会計年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。 

     

 負 債 

(1) トレーディング商品 

① 商品有価証券等 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、国内債券は取引所の価格または日本証券業協会

が公表する価格等によっております。また、外国債券は、各国国債については業者間取引価格等、それ以外に

ついてはスワップレートおよび格付等発行体の信用力を勘案して算出した価格等によっております。 

商品有価証券等において、当連結会計年度の損益に含まれた評価差額は、20百万円であります。 

(2) 信用取引負債 

① 信用取引借入金 

信用取引借入金は、証券金融会社に担保として差し入れた有価証券の価額に相当する金額を証券金融会社か

ら借り入れ、差し入れた有価証券の価額を毎日値洗いにより更新差金の授受を行っており、時価は帳簿価額と

近似していることから当該帳簿価額によっております。 

② 信用取引貸証券受入金 

信用取引貸証券受入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額

によっております。   

(3) 有価証券担保借入金 

有価証券担保借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によ

っております。 
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(4) 預り金、(5) 受入保証金 

これらは連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 

       デリバティブ取引 

① ヘッジ会計が適用されていないもの 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における

契約額または契約において定められた元本相当額、時価および評価損益は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

種   類 契 約 額 等 時 価 評 価 損 益 

債券先物取引 694 2 2 

為替予約取引 2,174 (1) (1) 

合 計 2,869 1 1 

(※1) デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、（ ）で表示しております。 

(※2) 時価の算定方法は以下のとおりであります。 

    債券先物取引…主たる取引所が定める清算値段 

    為替予約取引…先物為替相場によっております。 

② ヘッジ会計が適用されているもの 

該当事項はありません。 

 

(注2) 市場価格のない株式等は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6)投資有価証券」には含まれておりま

せん。 

（単位：百万円） 

区  分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 (※1) 1,677 

投資事業有限責任組合への出資金 (※2)  413 

合  計 2,090  

(※1) 企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(2019年７月４日 企業会計

基準委員会)第５項に従い、時価開示の対象とはしておりません。 

(※2) 投資事業有限責任組合への出資金については、時価算定適用指針第24－16項に従い、時価開示の対象とは

しておりません。 

 

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 1年以内 
1 年 超 
2年以内 

2 年 超 
3年以内 

3 年 超 
4年以内 

4 年 超 
5年以内 5 年 超 

現 金 ・ 預 金 8,254 － － － － － 

預 託 金 94,935 － － － － － 

信 用 取 引 資 産 52,284 － － － － － 

有価証券担保貸付金 274 － － － － － 

短 期 差 入 保 証 金 7,707 － － － － － 

合  計 163,456 － － － － － 
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（注4）その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

     （単位：百万円） 

 1年以内 
1 年 超 
2年以内 

2 年 超 
3年以内 

3 年 超 
4年以内 

4 年 超 
5年以内 5 年 超 

信用取引借入金 9,558 － － － － － 

有価証券担保借入金 3,396 － － － － － 

合  計 12,955 － － － － － 

 

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル１ の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル２ の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル３ の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

（1） 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債 

                                     （単位：百万円） 

区  分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

 トレーディング商品 

  商品有価証券等 

   株式 

   債券 

デリバティブ取引 

   債券 

   為替 

投資有価証券 

  その他有価証券 

   株式 

 

 

123 

1,432 

 

2 

－ 

 

 

11,780 

 

 

－ 

423 

 

－ 

3 

 

 

－ 

 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

 

123 

１,856 

 

2 

3 

 

 

11,780 

資 産 計 13,339 427 － 13,767 

 トレーディング商品 

  商品有価証券等 

   株式 

デリバティブ取引 

債券 

為替 

 

 

230 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

－ 

5 

 

 

－ 

 

－ 

－ 

 

 

230 

 

－ 

5 

負 債 計 230 5 － 235 

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明 

トレーディング商品および投資有価証券 

上場株式、国債、地方債および社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式および国債は活発な市場で取

引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方、当社が保有している特殊債は、市場での

取引頻度が低く活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル 2 の時価に分類しておりま

す。  
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デリバティブ取引 

債券先物取引の時価は、主たる取引所が定める清算値段により算定しており、レベル 1 の時価に分類しておりま

す。また、為替予約取引の時価は、先物為替相場によっており、レベル2の時価に分類しております。 

 

【１株当たり情報に関する注記】 

１株当たり純資産額 2,882円29銭 

１株当たり当期純利益  286円34銭 

 

【重要な後発事象に関する注記】 

該当事項はありません。 

 

【その他の注記】 

資産除去債務の注記 

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

(1) 当該資産除去債務の概要 

営業店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務、事業用設備の撤去時における原状回復費用に関して、資

産除去債務を計上しております。 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

当該契約の期間および設備の耐用年数等を勘案し、使用見込期間を０～39年と見積り、割引率は０～2.376％

を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。 

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 

当期首残高 277 百万円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 2 百万円 

時の経過による調整額 4 百万円 

資産除去債務の履行による減少額 △5 百万円 

当期末残高 279 百万円 
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３．単体計算書類 

 

 

 

第 86 期 貸 借 対 照 表 
〔2025 年３月 31 日現在〕 

 

（単位：百万円） 

科      目 金    額 科      目 金    額 

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） 

流 動 資 産 1,506 流 動 負 債 50 

現 金 ・ 預 金 1,499 未 払 金 10 

前 払 費 用 0 未 払 費 用 4 

未 収 入 金 6 未 払 法 人 税 等 34 

  そ の 他 の 流 動 負 債 0 

    

    

固 定 資 産 41,710 固 定 負 債 3,275 

有 形 固 定 資 産 13 繰 延 税 金 負 債 3,129 

建 物             1 そ の 他 の 固 定 負 債 145 

工 具 、 器 具 及 び 備 品             0   

土 地             12   

無 形 固 定 資 産 0 
負 債 合 計 3,326 

電 話 加 入 権             0 

投 資 そ の 他 の 資 産 41,696 （ 純 資 産 の 部 ） 

投 資 有 価 証 券             12,143 株 主 資 本 33,200 

関 係 会 社 株 式             29,551 資 本 金 10,004 

出 資 金             1 資 本 剰 余 金 4,890 

そ の 他             25 資 本 準 備 金 4,890 

貸 倒 引 当 金             △24 利 益 剰 余 金 20,008 

   そ の 他 利 益 剰 余 金 20,008 

  社 会 貢 献 積 立 金 180 

  別 途 積 立 金 12,540 

  繰 越 利 益 剰 余 金 7,288 

  自 己 株 式 △1,702 

    

  評 価 ・ 換 算 差 額 等             6,690 

  その他有価証券評価差額金 6,690 

    

  
純 資 産 合 計 39,890 

  

資 産 合 計 43,217 負 債 ・ 純 資 産 合 計 43,217 

 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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第 86 期  損 益 計 算 書 
 

〔 
2024年 ４月 １日 から  

〕 
2025年 ３月 31 日 まで 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

営 業 収 益  2,880 

関 係 会 社 受 取 配 当 金 2,800  

グ ル ー プ 運 営 収 入 80  

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費  153 

取 引 関 係 費 7  

人 件 費 37  

不 動 産 関 係 費 7  

事 務 費 41  

減 価 償 却 費 0  

租 税 公 課 33  

そ の 他 26  

営 業 利 益  2,726 

営 業 外 収 益  352 

営 業 外 費 用  0 

経 常 利 益  3,079 

特 別 利 益  5 

税 引 前 当 期 純 利 益  3,084 

法人税、住民税及び事業税 70  

法 人 税 等 調 整 額 0  70 

当 期 純 利 益  3,014 

 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

19



 

  

第 86 期  株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
 

〔  2024 年 ４月 １日 から 〕 
2025 年 ３月 31 日 まで 

   （単位：百万円） 

 

 株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合  計 
社会貢献 

積 立 金 
別途積立金 

繰越利益 

剰 余 金 

当 期 首 残 高 10,004 4,890 125 12,540 7,147 19,813 

当 期 変 動 額       

剰 余 金 の 配 当     △2,818 △2,818 

社会貢献積立金の積立   55  △55 ― 

当 期 純 利 益     3,014 3,014 

自 己 株 式 の 取 得      ― 

株主資本以外の項目の 

当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 
      

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 55 ― 140 195 

当 期 末 残 高 10,004 4,890 180 12,540 7,288 20,008 

 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
純資産合計 

自己株式 
株主資本 

合 計 

その他有価証券 

評価差額金 

当 期 首 残 高 △1,702 33,004 9,288 42,293 

当 期 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当  △2,818  △2,818 

社会貢献積立金の積立  ―  ― 

当 期 純 利 益  3,014  3,014 

自 己 株 式 の 取 得  ―  ― 

株主資本以外の項目の 

当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 
  △2,598 △2,598 

当 期 変 動 額 合 計  195 △2,598 △2,403 

当 期 末 残 高 △1,702 33,200 6,690 39,890 

 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

 

１．当社の貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（2006 年２月 7 日 法務

省令第 13 号）に基づき作成しております。 

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

１．有価証券の評価基準および評価方法 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

(2) その他有価証券 

① 市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。 

② 市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎とし、組合決算の持分相当額を純額方式により当事業年度の損益と

して計上することとしております。 

また、組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額がある場合には、

評価差額に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上することとしております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建  物            31 年 

 

３．引当金の計上基準 

貸倒引当金 

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

４．収益および費用の計上基準 

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識しております。 

当社の顧客との契約に基づく義務の履行に係る主な収益は、子会社からのグループ運営収入となります。

グループ運営収入については、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

該当事項はありません。 
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【会計方針の変更に関する注記】 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27号 2022年 10月 28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。 

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022 年改正会計基準第

20－３項ただし書きに定める経過的な取り扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下「2022 年改正適用指針」という。）第 65－２項(2)ただし書き

に定める経過的な取り扱いに従っております。 

なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。 

 

【収益認識に関する注記】 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。 

 

【貸借対照表に関する注記】 

有形固定資産の減価償却累計額              3 百万円 

 

【損益計算書に関する注記】 

関係会社との取引高 

営業取引  

営業収益 2,880 百万円 

販売費・一般管理費 16 百万円 

  

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

当事業年度末における自己株式の種類および株式数 

普通株式 1,523,944 株 

 

【税効果会計に関する注記】 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

未払事業税 6 百万円 

長期未払金 45 百万円 

減損損失および減価償却の償却超過額 9 百万円 

貸倒引当金 7 百万円 

有価証券評価減 99 百万円 

ゴルフ会員権評価減 1 百万円 

関係会社株式 381 百万円 

その他 1 百万円 

繰延税金資産小計 554 百万円 

評価性引当額 △546 百万円 

繰延税金資産合計 7 百万円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,072 百万円 

会社分割による関係会社株式 △65 百万円 

繰延税金負債合計 △3,137 百万円 

繰延税金負債の純額 △3,129 百万円 
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２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 13 号）が 2025 年３月 31 日に国会で成立した

ことに伴い、2026 年４月１日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることに

なりました。 

これに伴い、2026 年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資

産および繰延税金負債については、法定実効税率を 30.6％から 31.5％に変更し計算しております。 

なお、この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。 

 

 

【関連当事者との取引に関する注記】  

子会社および関連会社等 

(単位：百万円) 

種 類 
会 社 等 の 

名     称 

議決権等の 

所有（被所 

有）割合 

関連当事者 

との関係 
取 引 の 内 容 取引金額 科   目 期末残高 

子会社 
岩井コスモ証券 

株式会社 

所有 

直接 100％ 

役員の兼任 

グループ運営 

事務委託 

配当金の受取 

（注１） 

 

グループ運営収入 

（注２） 

 

子会社への事務委託 

（注２） 

 

2,800 

 

 

73 

 

 

15 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

取引条件および取引条件の決定方針等 

(注) １．子会社よりの配当は、当社の配当の基本方針であります「安定的な配当の継続を重視した

うえで、業績に応じた利益還元」に基づいております。 

２．グループ運営収入および子会社への事務委託については、双方協議のうえ合理的に決定し

ております。 

 

 

【１株当たり情報に関する注記】 

１株当たり純資産額 1,698 円 28 銭 

１株当たり当期純利益 128 円 33 銭 

 

 

【重要な後発事象に関する注記】 

該当事項はありません。 
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